
■放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）に関する変更点 

第５章 教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

■基本情報 

事業概要 

（国の規定） 

 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童について、放

課後に適切な遊び及び生活の場を与え、健全育成を図る事業。 

該当事業 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）（施策・事業 No.13） 

提供区域 小学校区等 

 

■量の見込みと確保方策（小学校１～６年生） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

合計 

（市全域） 

①量の見込み（人） 1,299 1,309 1,286 1,267 1,242 

 

小学１年生 336 331 316 327 304 

小学２年生 340 330 324 307 322 

小学３年生 282 291 278 275 263 

小学４年生 210 191 198 182 187 

小学５年生 87 119 110 121 102 

小学６年生 44 47 60 55 64 

②提供量（人） 1,648 1,653 1,668 1,668 1,668 

②－① 349 344 382 401 426 

畝傍南 

小学校区 

①量の見込み（人） 68 71 71 70 67 

②提供量（人） 108 108 108 108 108 

②－① 40 37 37 38 41 

畝傍北 

小学校区 

①量の見込み（人） 90 94 90 88 87 

②提供量（人） 106 106 106 106 106 

②－① 16 12 16 18 19 

畝傍東 

小学校区 

①量の見込み（人） 168 176 175 173 164 

②提供量（人） 234 234 234 234 234 

②－① 66 58 59 61 70 

鴨公 

小学校区 

①量の見込み（人） 71 67 64 65 66 

②提供量（人） 98 98 98 98 98 

②－① 27 31 34 33 32 

晩成 

小学校区 

①量の見込み（人） 58 61 70 71 78 

②提供量（人） 65 65 80 80 80 

②－① 7 4 10 9 2 
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 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

耳成 

小学校区 

①量の見込み（人） 121 120 116 112 106 

②提供量（人） 131 131 131 131 131 

②－① 10 11 15 19 25 

香久山 

小学校区 

①量の見込み（人） 17 15 13 10 10 

②提供量（人） 55 55 55 55 55 

②－① 38 40 42 45 45 

耳成南 

小学校区 

①量の見込み（人） 138 144 145 147 146 

②提供量（人） 167 167 167 167 167 

②－① 29 23 22 20 21 

今井 

小学校区 

①量の見込み（人） 66 64 68 70 69 

②提供量（人） 79 79 79 79 79 

②－① 13 15 11 9 10 

真菅 

小学校区 

①量の見込み（人） 112 117 115 114 109 

②提供量（人） 119 119 119 119 119 

②－① 7 2 4 5 10 

金橋 

小学校区 

①量の見込み（人） 73 78 83 89 88 

②提供量（人） 90 95 95 95 95 

②－① 17 17 12 6 7 

新沢 

小学校区 

①量の見込み（人） 40 38 35 30 27 

②提供量（人） 57 57 57 57 57 

②－① 17 19 22 27 30 

白橿北 

小学校区 

①量の見込み（人） 37 35 31 29 26 

②提供量（人） 42 42 42 42 42 

②－① 5 7 11 13 16 

白橿南 

小学校区 

①量の見込み（人） 23 24 22 18 19 

②提供量（人） 26 26 26 26 26 

②－① 3 2 4 8 7 

真菅北 

小学校区 

①量の見込み（人） 143 140 130 122 119 

②提供量（人） 144 144 144 144 144 

②－① 1 4 14 22 25 

耳成西 

小学校区 

①量の見込み（人） 74 65 58 59 61 

②提供量（人） 127 127 127 127 127 

②－① 53 62 69 68 66 

 

■提供体制の確保方策 

今後、提供体制については、余裕施設の活用や施設整備等も含め、検討していく必要があります。

学校施設等の活用などを検討し、量の見込みに対応していきます。 


